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秋田県における災害廃棄物の処理に関するガイドライン

１ 目 的

このガイドラインは、東日本大震災により岩手県内で発生した災害廃棄物（以下「災害廃棄物」

という。）を秋田県内において処理するに当たって、技術的な観点から必要な事項を定めること

により、県民の安全、安心の確保に努めるとともに、災害廃棄物の円滑な処理を図ることを目的

とする。

２ 基本的事項

（１）このガイドラインは、「災害廃棄物の処理に関する基本協定」に基づき実施する災害廃棄

物の処理について適用するものとする。

（２）災害廃棄物の処理を行う際には、本格的な処理を開始する前に、必要に応じて、受け入れ

る災害廃棄物が発生した被災地域ごとに、試験的な処理を行い、各工程での放射能等の安全

性を確認するものとする。

（３）災害廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号。以下「廃棄物処理法」という。）及び東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域

処理の推進に係るガイドライン（平成２３年８月１１日、環境省）や国の通知等に基づき実

施するものとし、今後新たに通知、知見等が示された場合には、必要に応じてこのガイドラ

インを改定するものとする。

３ 処理の対象とする災害廃棄物

処理の対象とする災害廃棄物の種類は、可燃系混合廃棄物、不燃系混合廃棄物、柱材・角材

のうち、以下に示す要件を満たすものとする。

①放射性セシウム濃度（セシウム１３４及びセシウム１３７の合計。以下同じ。）の目安値は、

１００ベクレル／ｋｇを超えないこと。

②廃石綿、ＰＣＢ廃棄物等特別管理廃棄物及び石綿含有廃棄物に該当するものを含まないこと。

③受け入れる廃棄物処理施設の基準に適合する形状、寸法等であること。

４ 災害廃棄物の処理の概要

（１）岩手県での処理

被災現場で発生した災害廃棄物は、一次仮置場等で、重機や手選別により粗選別される。

次に、二次仮置場等では、粗選別した災害廃棄物を処理施設で選別・破砕し、運搬車両に積み

込む。

（２）秋田県内での処理

被災地から運搬されてきた災害廃棄物は、焼却施設又は最終処分場に直接搬入する。

災害廃棄物の焼却処理により発生した焼却灰は、管理型最終処分場で埋立処分する。

また、溶融スラグ及び溶融メタルは売却等により処理する。

５ 災害廃棄物の処理及び安全確認等

（１）選別・破砕作業について

①選別・破砕エリアにある災害廃棄物について、別に定める秋田県放射能管理マニュアル

（以下、「放射能管理マニュアル」という。）に基づき、安全性を確認するものとする。

②石綿については、受入れ開始前に、災害廃棄物の選別・破砕エリアの敷地境界の石綿濃度

を測定するものとする。測定の結果、大気中の石綿濃度が１０本／L（リットル）を超過し

た場合は、廃棄物の詳細調査を行うものとする。
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③ＰＣＢ等の有害物質については、受入れ開始前に分析を実施し、廃棄物処理法の基準値以

下であることを確認するものとする。測定の結果、基準を超過した場合は、廃棄物の詳細

調査を行うものとする。

（２）積込・搬出作業について

受入れの目安値を管理するために、選別・破砕後の災害廃棄物を積込み、搬出する際は、

放射能管理マニュアルに基づき、安全性を確認するものとする。

（３）災害廃棄物の運搬について

①被災地からの運搬

(ア)輸送経路の選定に当たっては、市街地及び集落の通過を極力避けるよう配慮し、あらか

じめ搬入ルート等を選定するものとする。

(イ)被災地から秋田県内への災害廃棄物の運搬は、災害廃棄物の飛散及び流出を防止する

ため、荷台シート掛けのダンプトラック又は天蓋車等によるものとする。

(ウ)災害廃棄物を運搬する者は、出発前及び運搬中に適宜、飛散防止措置を点検し、廃棄

物等の漏洩がないことを確認するものとする。

(エ)災害廃棄物を運搬する者は、交通法規を遵守するとともに、車両の通行に伴う騒音ま

たは振動によって生活環境保全上の支障が生じないよう配慮するものとする。

②埋立処分場への運搬

焼却施設から埋立処分場への運搬に当たっては、必要に応じて、焼却灰等の飛散及び流出

の防止対策（ダンプトラックのシート掛等）を講じるものとする。

（４）焼却について

①焼却処理は、バグフィルターが設けられている施設、バグフィルターに湿式排ガス処理装

置が設けられている施設又はこれらと同等の処理能力を有する排ガス処理装置が設置され

ている施設で行うものとする。

②災害廃棄物の焼却処理は、通常ごみと一定割合で混合して、焼却するものとする。

③焼却施設から排出される排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素・ダイ

オキシン類等を測定するとともにばいじん等に含まれるダイオキシン類を測定し、廃棄物

処理法・大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）・ダイオキシン類対策特別措置法

（平成１１年法律第１０５号）の排出基準等を遵守するものとする。測定は、廃棄物処理

法及び各法令に定める頻度・方法により、実施時期については、可能な限り災害廃棄物を

焼却する期間内に実施するものとする。

④焼却施設から排出される排水中のダイオキシン類・重金属類等を測定し、水質汚濁防止法

（昭和４５年法律第１３８号）・ダイオキシン類対策特別措置法の排水基準（下水道法

（昭和３２年法律第１７７号）が適用される施設については同法で定める基準）を遵守す

るものとする。測定は、水質汚濁防止法及び各法令に定める頻度・方法により、実施時期

については、可能な限り災害廃棄物を焼却する期間内に実施するものとする。

⑤焼却施設から排出される排ガス及び排水の放射性物質については、放射能管理マニュアル

に基づき、安全性を確認するものとする。

（５）埋立処分について

焼却処理により発生した焼却灰（主灰、飛灰）、不燃物については、管理型最終処分場で、

次のとおり埋立処分するものとする。
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①埋立処分にあたっては、次のとおり行うものとする。ただし、放射性セシウム濃度が１０

０ベクレル／ｋｇ以下である場合には、この限りではない。

(ア)焼却灰等の埋立場所が特定できるように措置するものとする。

(イ)埋め立てる焼却灰等と水がなるべく接触しないように場内の水が溜まりやすい場所で

の埋立ては行わないものとする。

(ウ)土壌の層の上に焼却灰等を埋め立てるものとする。

(エ)飛散、流出防止のため即日覆土を行うものとする。

②最終処分場の排水中のダイオキシン類・重金属類等を測定し、廃棄物処理法の排水基準を

遵守するものとする。測定は、廃棄物処理法に定める頻度・方法により実施するものとす

る。

③最終処分場の排水、排水処理汚泥及び周辺地下水の放射性物質については、放射能管理マ

ニュアルに基づき、安全性を確認するものとする。

６ 適正処理の管理

災害廃棄物の処理を行う者は、次のとおり行うものとする。

（１）処理を行う災害廃棄物の受入日、受入量、処理量及び搬出量等の処理の状況を把握し、記

録するものとする。

（２）災害廃棄物の受渡しの際、計量伝票を回付するものとする。方法は紙式の産業廃棄物管理

票等を利用するものとする。
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・敷地境界における空間放射線量の測定
・放流水の放射性物質濃度の測定
・放流水のダイオキシン類・重金属等の測定
など

・焼却灰等の簡易放射能測定
・焼却灰等の放射性物質濃度の測定
・焼却灰等のダイオキシン類の測定 など

・敷地境界の空間放射線量の測定
・排ガスの放射性物質濃度の測定
・排ガス中の塩化水素・ダイオキシン類等の
測定

・排水中のダイオキシン類・重金属等の測定
など

金属

リ

サ

イ

ク

ル

岩手県内

秋田県内

【搬出時の監視】
・作業毎に空間放射線量の測定
・輸送ロット毎の空間放射線量の測定
・積込後の車両毎の空間放射線量の測定
・放射性物質濃度の測定 など

荷台シート掛ダンプ等

受入開始前：アスベスト、ＰＣＢ等測定

ト

ラ

ッ

ク

輸

送

選別・破砕施設

（岩手県内）

焼却灰（主灰、飛灰）

埋立処分

（県、市町村、事務組合）

焼却処理
（市町村、事務組合）

一次仮置場

可燃系混合物

粗選別

可燃廃棄物

不燃廃棄物

・アスベスト等の有害物質、
危険物の除去 など

災害廃棄物の処理の流れ各処理工程における放射能等監視測定の概要

バグフィルター等の排ガス
処理設備を有している施設
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秋田県放射能管理マニュアル

１ 適用範囲

本マニュアルは、「災害廃棄物の処理に関する基本協定」に基づき実施する岩手県の災害廃

棄物の処理について適用するものとする。

２ 測定方法の分類

（１）放射線量率測定

①空間線量率測定

災害廃棄物置場や処理施設敷地境界等の特定地点での空間線量率を測定するものとする。

原則、地上高さ１ｍで測定。単位はμSv/ｈ。

②遮蔽線量率測定

鉛製の容器でできた遮蔽体内で、試料（災害廃棄物等）に接触させて線量率を測定するも

のとする。単位はμSv/ｈ。

③バックグラウンド線量率測定

災害廃棄物等に付着した放射能自体の値を算出するため、天候等により変動するバックグ

ラウンド線量率を測定するものとする。単位はμSv/ｈ。

空間線量率測定におけるバックグラウンド線量率は、空間線量測定対象物の影響の出ない

十分に離れた地点で測定するものとする。

遮蔽線量率測定におけるバックグラウンド線量率は、遮蔽体内に廃棄物を入れない状態で

測定するものとする。

（２）放射性物質濃度測定

①簡易測定

試料（災害廃棄物等）の放射性物質（134Ｃｓ、137Ｃｓ）の濃度を簡易スペクトロメータ

（ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータ等）により測定するものとする。

単位はBq/kg。

②精密測定

試料（災害廃棄物等）の放射性物質（134Ｃｓ、137Ｃｓ）の濃度をゲルマニウム半導体検

出器により測定するものとする。単位はBq/kg。

３ 被災地から災害廃棄物搬出時の放射能の測定

災害廃棄物を搬出する場合には、空間線量率、遮蔽線量率及び放射性物質濃度を測定するも

のとする。

（１）選別・破砕エリアでの空間線量率の測定

①選別エリアのラインごとに１～３地点の地上１ｍで空間線量率を測定する。午前、午後各

１回測定するものとする。

②バックグラウンド空間線量率は、毎日作業前にシンチレーションサーベイメータで１０回

測定を行い、その平均値を測定値とするものとする。

③環境省ガイドラインでは「バックグラウンドの空間線量率より有意に高くなるものがない

ことを確認する」としているので、当日のバックグラウンド空間線量率の３倍を超えた場

合は搬出しないものとする。
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④３ヶ月間測定した空間線量率の平均値からバックグラウンド空間線量率の平均値を減じた値が、

バックグラウンド空間線量率の標準偏差の３倍以内であった場合は、測定頻度を減ずることが

できるものとする。

（２）ストックヤードでの遮蔽線量率の測定

①空間線量率は災害廃棄物そのものの放射線量を必ずしも測っているわけではなく、測定値

にバラツキも見られるため、実際に受け入れる災害廃棄物の放射性物質濃度を把握するこ

とが望ましい。しかし、放射性物質濃度の測定には１週間程度かかるため、搬出時の確認

には、放射性物質濃度との相関が見込まれる遮蔽線量率を１日当たりの平均的な搬出量単

位で測定するものとする。

②選別・破砕後のストックヤードで保管されている災害廃棄物１０箇所から均等になるよう

な試料の抽出を行い、測定用のプラスチック袋に試料を５L程度詰めたうえでサーベイメー

タの先端をプラスチック袋の面に直接静かに当てた形で遮蔽線量率を測定するものとする。

③測定はシンチレーションサーベイメータで５回測定を行い、その平均値を測定値とする。

④バックグラウンド遮蔽線量を除いた測定値が0.01μSv/ｈを超えた場合は搬出しないものと

する。

⑤バックグラウンド遮蔽線量率は、毎日作業前にシンチレーションサーベイメータで１０回

測定を行い、その平均値を測定値とするものとする。

（３）災害廃棄物の放射能濃度の測定

①選別・破砕後のストックヤードで抽出した災害廃棄物（可燃物及び不燃残渣）について、

放射性物質濃度の精密測定を受入れ開始前に１回、受入れ開始後は月１回行うものとする。

②可燃物については、必要に応じて組成ごとに測定するものとする。

（４）積込後の空間線量率の測定

①災害廃棄物を運搬車両に積込んだ後に、車両の左右側面の計２面の中心で、積載部から１

ｍ離れて空間線量率を測定するものとする。

②車両毎に測定するものとする。

表１ 搬出時の放射能測定

測定対象物等 測 定 方 法 測 定 頻 度

選別・破砕エリア 空間線量率 午前・午後 各１回

選別・破砕後の災害廃棄物

（可燃物及び不燃残渣）

遮蔽線量率 １日当たりの平均的な搬出量単位毎に１回

放射性物質濃度
受入れ開始前に１回

受入れ開始後は月１回

運搬車両積込時 空間線量率 車両毎に１回

４ 県内受入施設の放射能測定

（１）焼却施設

焼却処理する場合には、空間線量率、遮蔽線量率及び放射性物質濃度を測定するものとす

る。

①空間線量率の測定

(ア)焼却施設敷地境界の空間線量率を受入れ１週間前に１回、受入れ中は１週間に１回測定

するものとする。
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(イ)測定場所は敷地境界の４カ所とする。これらに対するバックグラウンド空間線量率は、

県の指定した２箇所とするものとする。

(ウ)敷地境界の空間線量率がバックグラウンド空間線量率の３倍以上になった場合には、受

入れを中断し、調査を行うものとする。

(エ)６ヶ月間測定した空間線量率の平均値からバックグラウンド空間線量率の平均値を減じ

た値が、バックグラウンド空間線量率の標準偏差の３倍以内であった場合は、測定頻度

を減ずることができるものとする。

②生成物の放射能濃度の測定

(ア)可燃物を焼却処理した際に生じた飛灰、主灰、スラグ及びメタルについては、１日１

回、簡易測定を行うものとする。

(イ)その結果が、６，４００ベクレル／ｋｇ（飛灰及び主灰）又は、８０ベクレル／ｋｇ

（スラグ及びメタル）を超えた場合は、精密測定を実施するものとする。

(ウ)飛灰、主灰、スラグ及びメタルについて、放射性物質濃度の精密測定を月１回行うもの

とする。

(エ)飛灰または主灰の放射性物質濃度が、８，０００ベクレル／ｋｇを超えた場合は、受入

れを中断し、調査を行うものとする。なお、保管に当たっては、指定廃棄物保管基準に

基づく措置を講ずるものとする。

(オ)スラグまたはメタルの放射性物質濃度が、１００ベクレルを超えた場合は、受入れを中

断し、調査を行うものとする。

(カ)次の場合には、測定頻度を減ずることができるものとする。

・飛灰、主灰の放射性物質濃度が、６ヶ月間８００ベクレル／ｋｇ以下であること

・スラグ、メタルの放射性物質濃度が、６ヶ月間検出下限以下であること

③排ガスの放射能濃度の測定

(ア)可燃物を焼却処理する際に排出される排ガスについては、放射性物質濃度の精密測定を

月１回行うものとする。

(イ) 3ヶ月間の平均濃度について、次の式により算定した値が１を超えないようにするもの

とする。超過した場合には、受入れを中断し、調査を行うものとする。

セシウムଵଷସの濃度（୯／୫ య）

ଶ（୯／୫ య）
＋
セシウムଵଷの濃度（୯／୫ య）

ଷ（୯／୫ య）

(ウ)排ガスの放射性物質濃度の測定結果が、６ヶ月間検出下限以下である場合は、測定頻度

を減ずることができるものとする。

④排水の放射能濃度の測定

(ア)焼却施設から公共用水域に排出される排水については、放射性物質濃度の精密測定を月

１回行うものとする。

(イ)３ヶ月間の平均濃度について、次の式により算定した値が１を超えないようにするもの

とする。超過した場合には、受入れを中断し、調査を行うものとする。

セシウムଵଷସの濃度（୯／）

（୯／）
＋
セシウムଵଷの濃度（୯／）

ଽ（୯／）

(ウ)排水の放射性物質濃度の測定結果が、６ヶ月間検出下限以下である場合は、測定頻度を

減ずることができるものとする。

Bq：ベクレル m3：立方メートル

Bq：ベクレル L ：リットル
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（２）埋立処分場

埋立処分する場合には、空間線量率、放射性物質濃度を測定するものとする。

①空間線量率の測定

(ア)埋立処分場敷地境界の空間線量率を受入れ１週間前に１回、受入れ中は１週間に１回測

定するものとする。

(イ)測定場所は敷地境界の４カ所とする。これらに対するバックグラウンド空間線量率は、

県の指定した２箇所とするものとする。

(ウ)最終処分場の敷地境界の空間線量率が異常に高くなった場合には、処理を中断し、埋立

物、埋立処分場の調査を行うものとする。

(エ)６ヶ月間測定した空間線量率の平均値からバックグラウンド空間線量率の平均値を減じ

た値が、バックグラウンド空間線量率の標準偏差の３倍以内であった場合は、測定頻度

を減ずることができるものとする。

②放射能濃度の測定

(ア)排水、排水汚泥及び周辺地下水（地下水観測井戸等）の放射性物質濃度を月１回、精密

測定するものとする。

(イ)最終処分場の排水口における放流水及び周辺地下水の放射性物質濃度は、３ヶ月間の平

均濃度について、次の式により算定した値が１を超えないようにするものとする。

セシウムଵଷସの濃度（୯／）

（୯／）
＋
セシウムଵଷの濃度（୯／）

ଽ（୯／）

(ウ)最終処分場の放流水、周辺地下水及び排水汚泥の放射性物質濃度が次のⅰ）又はⅱ）に

該当した場合は、受入れを中断し、埋立物、埋立処分場の調査を行うものとする。

ⅰ）放流水または地下水の放射性物質濃度について、②(イ)の式により算定した値が１

を超過した場合

ⅱ）排水汚泥の放射性物質濃度が８，０００ベクレル／ｋｇを超過した場合

(エ)放射性物質濃度が６ヶ月間検出下限以下であった場合は、測定頻度を減ずることができ

るものとする。

表２ 受入施設の放射能測定

測定場所 測 定 対 象 物 測 定 方 法 測 定 頻 度

焼却施設

敷地境界 空間線量率
受入れ１週間前に１回
受入れ中は1週間に1回

飛灰、主灰、スラグ、メタル
放射性物質濃度 月１回

簡易放射能測定 １日１回

排ガス、排水 放射性物質濃度 月１回

埋立処分場
敷地境界 空間線量率

受入れ１週間前に１回
受入れ中は1週間に1回

排水、排水汚泥、周辺地下水 放射性物質濃度 月１回

５ 記録及び公表

○ 放射能測定結果は、毎日確認し、記録するものとする。

○ 測定結果のうち空間線量率及び遮蔽線量率は、翌日までに県がとりまとめ、その他の測定

結果については週単位で県がとりまとめるものとする。

○ 測定結果は、県のホームページに速やかに掲載するものとする。

Bq：ベクレル L ：リットル


